
羽生市の給与 ・ 定員管理等について
１　総括

（１）　人件費の状況　（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

Ａ B B/A 22年度の人件費率

（２）　職員給与費の状況　（普通会計決算）

区　分 職員数 一人当たり

A 給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ 給与費　B/A

23年度

（注）　１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　　２　職員数は、23年4月1日現在の人数である。

（３）特記事項

（４）ラスパイレス指数の状況　（各年４月１日現在）

（注） 1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

3 「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。

２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）
（単位：円）
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　　　（２４年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

（２）　職員の初任給の状況　（２４年４月１日現在）

区　　分

大学卒 円 円 円

高校卒 円 円 円

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（２４年４月１日現在）

区　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

大学卒 円 円 円

高校卒 円 円

高校卒 円 円

中学卒

４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）　一般行政職の級別職員数の状況　（２４年４月１日現在）

区　分 標　準　的　な　職　務　内　容 職　員　数 構　成　比
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（注） 1 羽生市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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（２）　昇給への勤務成績の反映状況

人事評価制度が確立し次第、反映を予定しています。

５　職員の手当の状況

（１）　期末手当・勤勉手当

一人当たり平均支給額　（ 23 年度） 一人当たり平均支給額　　（23年度）

1,336 千円 1,669 千円

（23年度支給割合） （23年度支給割合） （23年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.35 月分 2.60 月分 1.35 月分 2.60 月分 1.35 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１５～２５％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１０～２５％

課長級職員に対し、人事評価制度を反映しています。

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　　５～２０％
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（２）　退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置　　 無 その他の加算措置　 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額

千円 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額である。

羽生市は、一部事務組合の埼玉県市町村総合事務組合に加入しています。

支給率はこの組合の条例で定められています。

（３）　地域手当（２４年４月１日現在）

支給実績 （ 23 年度決算） 千円

　支給職員１人当たり平均支給年額（ 23 年度決算） 円

（４）　特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

支給実績 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度） ％

手当の種類（手当数） 12 手当

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

日額3,000円

日額５００円

0

日額3,000円

１回７００円

１件５００円

技能労務職

技能労務職

月額4,000円

日額５００円

日額５００円

日額４００円

0

月額3,000円

１件５００円

１回５００円

犬猫その他死体等処理作業に従
事したとき

死体火葬取扱手当 技能労務職 死体火葬取扱いに従事したとき

犬猫その他死体等処理作業手当 技能労務職
犬猫その他死体等処理作業に従
事したとき

災害対策業務手当

〃

その他の特殊勤務手当 一般職
臨時的又は緊急に特殊勤務手
当を支給する必要が生じたとき

班長手当 技能労務職
職員を取りまとめる班長の職に
ある職員

災害対策業務手当 一般職
台風又は非常災害等の対策の
ために出動したとき

〃 一般職 現場にて作業に従事したとき

羽生市 国

行旅死亡人取扱業務手当

〃 技能労務職

犬猫その他死体等処理作業手当 一般職

老人福祉業務手当

〃

清掃業務手当 技能労務職

老人福祉業務手当

消防業務手当

25,28020,211

技能労務職

技能労務職

一般職

老人福祉施設の入園者の死体
処理作業に従事したとき

火災・救急・救助・水難に出動し、
従事したとき

老人福祉施設の入園者の死体
処理作業に従事したとき

老人福祉施設の入園者の汚物
洗濯に従事したとき

台風又は非常災害等の対策の
ために出動し、現場で作業をした
とき

一般職

一般職

行旅死亡人取扱いに従事する職員

日額3,000円

3,459

61,767

13.9

ふん尿の汲み取り、運搬の作業
に従事したとき

ふん尿の処理場における運転管
理作業に従事したとき

１回３００円

ごみ、汚泥の処理、運搬の作業
に従事したとき

１回７００円

市長の定める額



（５）　時間外勤務手当

支給実績（２３年度決算） 千円

職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 千円

支給実績（２２年度決算） 千円

職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 千円

（６）　その他の手当（２４年４月１日現在）

扶養手当 千円 円

異なる

管理職手当 千円 円

６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

（参考）類似団体における最高／最低額

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

　　 円 円／ 円

( 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

3.85月分

3.85月分

（１期の手当額） （支給時期）

給料月額（減額後）×在職月数×0.35×1.15 円 任期ごと

給料月額×在職月数×0.21×1.15 円 任期ごと

(注）１　給料、報酬及び期末手当の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

         勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

（２３年度支給割合）

（２３年度支給割合）

市　　　長

副　市　長

議　　　員

市　　　長

724,000

905,000

給

料

（算定方式）

700,200

778,000

449,000

401,000

375,000

議　　　長

副　議　長

区　　　分

副　市　長

議　　　長

副　議　長

議　　　員

1,000,000 447,500

816,000 497,000

市　　　長

副　市　長

備　　　考

560,000 255,000

698,000 335,000

620,000 275,000

期
末
手
当

報

酬

13,987,680

9,018,576

円

円

退
職
手
当

23,491 千円

19,641 千円

112,937

48,132

230,693

517,548

同じ

異なる 支給額等

通勤手当

交通用具利用者
→距離に応じた額

―

―

支給額等

―

支給額等

交通機関利用者
→運賃等相当額

手当名

住居手当
持家居住者
→新築・購入５年以内4,500円、５年
経過後3,500円

同じ

同じ

異なる

内容及び支給単価

借家等居住者
→家賃に応じて月額最高27,000円

扶養親族のある職員に支給
→配偶者13,000円等

管理・監督の地位にある職員に支給
→部長80,000円他

45,908

84,775

210

76,604

188

国の制度

との異同

支給実績

（２３年度決算）

58,805

（２３年度決算）

国の制度と 支給職員１人あたり

平均支給年額異なる内容



７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

3 25 48 31 38 50 44 41 36 31 54 2 403

（３）職員数の推移

事務の見直しにより職員の適正配置に努め、減員しました。
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